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  各教育局長 様 

 

学校教育局参事（生徒指導・学校安全）  

 

自転車利用者に対するルール遵守徹底のための広報キャンペーン等の

展開について（通知） 

 このことについて、別添写しのとおり、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育

課から依頼がありましたので通知します。 

 ついては、管内の各道立学校及び各市町村教育委員会へ周知するとともに、各学校に

おいて、児童生徒に対し、「自転車月間」を捉えて、自転車の安全な利用などについて

指導を徹底するなど、本通知の趣旨を踏まえて交通安全教育を推進するよう指導願いま

す。 

 

（生徒指導・学校安全グループ）  

 

 

 

 

 

 



事 務 連 絡

平成２６年３月１８日

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 事 務 局 御中

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定

を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

自転車利用者に対するルール遵守徹底のための

広報キャンペーン等の展開について

標記について、警察庁から文部科学省に対し、別紙のとおり協力依頼がありまし

た。

ついては、本対策の趣旨を御理解の上、各都道府県教育委員会学校安全主管課に

おかれては域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対し、各指定都市教育委員会

学校安全主管課におかれては所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課におか

れては所轄の私立学校に対し、附属学校を置く各国立大学法人事務局におかれては

所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方

公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校に対して、この趣旨を周知

徹底されるようお願いします。

【問合せ】

文部科学省スポーツ・青少年局

学校健康教育課交通安全係

tel：03-5253-4111（2695）

fax：03-6734-3794
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